別紙５
工事成績評定評価委員会の設置について
１．趣旨
工事成績評定要領（以下「評定要領」という。）により，宇都宮大学財務部施設課内に工事成績評定評価委員会（以下「評価委員会」という。）を設置する。
２．審議事項
評価委員会は，次の事項について審議する。
(1)　評定要領第９項により，請負者が説明を求めた場合の回答に関すること。
(2)　評定要領第10項により，請負者が再説明を求めた場合の回答に関すること。
(3)　その他評定要領の運用に関すること。
３．評価委員会の構成
(1)　評価委員会の構成は，次のとおりとする。
委員長 施設課長
委　員 課長補佐
委　員 工事監督者が属する係の係長または専門職員
(2)　評価委員会は，必要があると認めたときは，委員以外の者の意見を求めることができるものとする。
４．評価委員会の運営
(1)　評価委員会は，契約担当役の求めた場合又は委員長が必要と認めた場合に委員長が招集する。
(2)　評価委員会の庶務は，財務部施設課において処理する。


